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東三河広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、東三河広域連合（以下「広域連合」とい

う。）が行う介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第 115 条の 45 第１

項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の実施に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（事業の目的） 

第２条 総合事業は、広域連合が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体

が参画し、多様なサービス・活動を充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを

推進し、法第 115 条の 45 第１項に規定する被保険者に対する効果的かつ効率的な支援等を

可能とすることを目的とする。 

（用語の定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、法、介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36

号。以下「省令」という。）、地域支援事業実施要綱（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号

厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙）、介護予防・日常生活支援

総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針（令和６年厚生労働省告示第 168 号）及

び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン（平成 27 年６月５日老発 0605 第５号

「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」別紙）の例による。 

（事業の内容） 

第４条 広域連合は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 

(１) サービス・活動事業（以下「第１号事業」という。） 

ア 訪問型サービス（第１号訪問事業） 

(ア) 介護予防訪問サービス 

第６条第１項第１号及び第２号に定める事業の利用対象者の居宅において、介護

予防を目的として、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事等の身体介護や

生活援助を行う支援 

(イ) 広域型訪問サービス 

第６条第１項第１号及び第２号に定める事業の利用対象者の居宅において、介護

予防を目的として、主に雇用される労働者（訪問介護員又は一定の研修受講者）によ

り行われる生活援助等の支援 

(ウ) 地域型訪問サービス・活動 

   有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援 

(エ) 短期集中訪問サービス 

   保健・医療の専門職により提供される、３～６か月の短期間で行われる支援 

(オ) 移動支援訪問サービス・活動 

   介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行われる、移動支援や移送前後の生

活支援 
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イ 通所型サービス（第１号通所事業） 

(ア) 介護予防通所サービス 

第６条第１項第１号及び第２号に定める事業の利用対象者等について、介護予防

や身体機能の回復を目的として施設に通わせ、当該施設において、一定の期間、入浴、

排せつ、食事等の介護等の日常生活上の支援及び機能訓練を行う支援 

(イ) 広域型通所サービス 

第６条第１項第１号及び第２号に定める事業の利用対象者等について、閉じこも

り予防や自立支援を目的として施設に通わせ、当該施設において、一定の期間、身体

機能の維持向上のための機能訓練又は健康維持や認知症予防を目的としたレクリエ

ーションを行う支援 

(ウ) 地域型通所サービス・活動 

   有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援 

(エ) 短期集中通所サービス 

   保健・医療の専門職を配置した事業所等により提供される、３～６か月の短期間

で行われる支援 

 ウ その他生活支援サービス（第１号生活支援事業） 

(ア) 高齢者安心生活サポート事業 

   ボランティアによるひとり暮らし世帯等への見守りや買物支援サービス等の実施 

(イ) 栄養改善型配食サービス 

訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われる、栄養改善に特化した食事

の配達 

エ 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

(２) 一般介護予防事業 

ア 介護予防把握事業 

イ 介護予防普及啓発事業 

ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ 地域リハビリテーション活動支援事業 

（事業の実施方法） 

第５条 総合事業の実施主体は、広域連合とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、法第 115 条の 45 の５に基づいて広域連合

長が指定する者（以下「指定事業者」という。）により実施する。 

(１) 介護予防訪問サービス 

(２) 広域型訪問サービス 

(３) 介護予防通所サービス 

(４) 広域型通所サービス 

３ 第１項の規定にかかわらず、次に掲げる事業の全部又は一部は、法第 115 条の 47 第４項

に基づき委託し、又は広域連合から委託を受けた構成市町村が別に定める方法に基づき実

施する。 
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(１) 地域型訪問サービス・活動 

(２) 短期集中訪問サービス 

(３) 移動支援訪問サービス・活動 

(４) 地域型通所サービス・活動 

(５) 短期集中通所サービス 

(６) その他生活支援サービス 

(７) 介護予防ケアマネジメント 

(８) 一般介護予防事業 

（第１号事業の利用対象者） 

第６条 第１号事業の利用対象者は、次のいずれかに該当する者とする。 

(１) 居宅要支援被保険者 

(２) 省令第 140 条の 62 の４第２号に規定する第１号被保険者（以下「事業対象者」とい

う。） 

(３) 省令第 140 条の 62 の４第３号に規定する居宅要介護被保険者 

（第１号事業の利用にかかる届出） 

第７条 第１号事業を利用する居宅要支援被保険者、事業対象者（以下「居宅要支援被保険

者等」という。）又は第１号事業を利用する居宅要介護被保険者は、介護予防ケアマネジメ

ント依頼（変更）届出書（様式第１号）に、被保険者証を添付して広域連合長に届け出なけ

ればならない。ただし、居宅要支援被保険者にあっては、介護予防サービス計画作成依頼

（変更）届出書を、第１号事業を利用する居宅要介護被保険者にあっては、居宅サービス

計画作成依頼（変更）届出書を提出している者を除く。 

２ 広域連合長は、前項の規定により届出があった介護予防ケアマネジメントを行う地域包

括支援センターの名称を当該被保険者の被保険者証に記載して返付するものとする。 

３ 事業対象者が第１項の届出を行った場合は、広域連合長は前項の事項の他に、次に掲げ

る事項を当該被保険者の被保険者証に記載して返付するものとする。 

(１) 事業対象者である旨 

(２) 基本チェックリスト（様式第２号）を用いた判定（以下「事業対象者判定」という。）

実施日 

(３) 事業対象者の有効期間 

（事業対象者にかかる第１号事業の利用） 

第８条 事業対象者は、事業対象者判定実施日から第１号事業を利用することができる。た

だし、事業対象者判定実施日が、要介護認定又は要支援認定有効期間（以下「認定有効期

間」という。）内にある場合は、認定有効期間の満了日の翌日から第１号事業を利用できる

ものとする。 

２ 事業対象者判定は、認定有効期間が 60 日を超えて存在している場合は、実施できないも

のとする。 

（事業対象者の有効期間） 

第９条 事業対象者の有効期間は、事業対象者判定実施日から１年間とする。ただし、事業
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対象者判定実施日が月の初日でない場合にあっては、当該実施日の属する月の翌月の初日

から起算するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第 11条第１項各号に該当したときは、該当した日の前日をも

って有効期間を満了したものとする。 

３ 前条第１項ただし書に該当する事業対象者については、第１項中「事業対象者判定実施

日」とあるのを「認定有効期間満了日の翌日」と読み替えて第１項の規定を適用するもの

とする。 

（事業対象者の有効期間の更新） 

第 10 条 事業対象者は、事業対象者の有効期間が満了する日の 60 日前から当該有効期間が

満了する日までの間に、再度、事業対象者判定を受けることにより、当該有効期間を更新

することができる。 

２ 前項の更新を行った事業対象者の有効期間については、前条第１項中「事業対象者判定

実施日」とあるのを「事業対象者の有効期間の満了日の翌日」と読み替えて前条の規定を

適用するものとする。 

（事業対象者の資格の喪失） 

第 11 条 事業対象者が、次のいずれかに該当した場合には、事業対象者の有効期間内であっ

ても資格を喪失するものとする。 

(１) 要介護認定又は要支援認定を受けたとき。 

(２) 第１号事業を利用する必要がなくなった旨の申出があったとき。 

(３) 広域連合の被保険者の資格を喪失したとき。 

（指定事業者の指定基準） 

第 12 条 指定事業者は、広域連合長が別に定める基準に従い事業を行うものとする。 

（指定事業者の指定の申請） 

第 13 条 指定事業者の指定の申請は、指定申請書に、その他必要な書類を添付し行うものと

する。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請に基づき、指定事業者の指定をしたときは、当該

指定の申請をした者に対し、指定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

３ 指定事業者は法人であるものとし、次の各号のいずれにも該当してはならない。 

(１) 法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令（平成 10 年

政令第 412 号。以下「政令」という。）第 35 条の２で定めるものの規定により罰金の

刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者。 

(２) 労働に関する法律の規定であって政令第 35 条の３で定めるものにより罰金の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者。 

(３) 社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）

の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金（地方税法の規定によ

る国民健康保険税を含む。以下この号において「保険料等」という。）について、申請

日の前日までにこれらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受け

た日から正当な理由なく３月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限
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の到来した保険料等の全て（当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付

義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。）を引き続き滞

納している者。 

(４) 法第 115 条の 45 の９の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して

５年を経過しない者。 

(５) 法第 70 条第２項第６号の３に規定する申請者と密接な関係を有する者が、法第 115

条の 45 の９の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過

していない者。 

(６) 法第 115 条の 45 の９による指定の取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定に

よる通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの

間に実施要綱第 16 条第２項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止

について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して５年を経過しな

い者。 

(７) 法第 115 条の 45 の７第１項の規定による検査が行われた日から法第 70条第２項第

７号の２に規定する聴聞決定予定日（この場合において、第 77条第１項とあるのは、

第 115 条の 45 の９と読み替えるものとする。）までの間に実施要綱第 16 条第２項の

規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者

を除く。）で、当該届出の日から起算して５年を経過しない者。 

(８) 申請前５年以内に法第 23 条に定める居宅サービス等及び第１号事業等に関し不正

又は著しく不当な行為をした者。 

(９) 法人の役員等（法第 70 条第２項第６号に規定する者。以下この項において同じ。）

のうちに第１号から第４号まで又は第６号から前号までのいずれかに該当する者（た

だし、第４号においては行政手続法第 15条の規定による通知があった日から前 60日

以内に役員等であった者で、当該取消しの日から起算して５年を経過しない者を含み、

第６号においては行政手続法第 15条の規定による通知があった日から前 60日以内に

役員等であった者で、当該届出の日から起算して５年を経過しない者を含む。） 

(10) 法人の役員等のうちに拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなるまでの者。 

(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第                    

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）、暴力団員でなくなった日から５

年を経過しない者若しくは同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関

係を有する者（以下これらを「暴力団員等」という。）又は暴力団員等をその役員に含

む法人。 

（指定事業者の指定の更新の申請） 

第 14 条 法第 115 条の 45 の６第１項の規定による指定事業者の指定の更新の申請は、指定

更新申請書により行うものとする。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請に基づき、指定事業者の指定の更新をしたときは、

当該指定の更新の申請をした者に対し、指定更新通知書（様式第４号）により通知するも
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のとする。 

（指定事業者の指定の有効期間） 

第 15 条 指定事業者の指定有効期間は、当該指定を受けた日から６年間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第 13 条第１項の規定による申請者又は指定事業者が同一所在

地で一体的に運営する事業所において既に訪問介護、通所介護又は地域密着型通所介護（以

下「訪問介護等」という。）の指定を受けている場合は、指定の申請時又は指定の更新の申

請時において、当該申請者又は指定事業者の申し出により、指定事業者の指定の有効期間

を訪問介護等の指定の有効期間の満了の日までとすることができる。 

（指定事業者の指定の変更等の届出） 

第 16 条 指定事業者は、指定を受けた事項に変更があったときは、当該変更のあった日から

10 日以内に、変更届出書により広域連合長に届け出なければならない。 

２ 指定事業者は、事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の１か

月前までに、廃止・休止届出書により広域連合長に届け出なければならない。 

３ 指定事業者は、休止した事業を再開したときは、当該再開した日から 10 日以内に、再開

届出書を広域連合長に届け出なければならない。 

（指導及び監査） 

第 17 条 広域連合長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者に対して、指導

及び監査を行うものとする。 

（指定事業者の指定の取消し等） 

第 18 条 広域連合長は、法第 115 条の 45 の９の規定により指定事業者の指定を取り消し、

又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指

定取消・効力停止通知書（様式第５号）により、当該指定事業者に通知するものとする。 

（事務の委託） 

第 19 条 広域連合長は、介護予防訪問サービス、広域型訪問サービス、介護予防通所サービ

ス及び広域型通所サービス（以下「指定訪問・通所事業」という。）並びに介護予防ケアマ

ネジメントに係る法第 115 条の 45 の３第５項に規定する審査及び支払いに関する事務は、

愛知県国民健康保険団体連合会に委託する。 

２ 広域連合長は、事業対象者判定に係る事務を、地域包括支援センターに委託することが

できる。 

（指定訪問・通所事業に要する費用の額） 

第 20 条 指定訪問・通所事業に要する費用の額は、別表に掲げる１単位の単価に広域連合長

が別に定める単位数を乗じて算定するものとする。 

２ 前項の規定により算定した場合において、当該額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額は切り捨てて計算するものとする。 

（指定訪問・通所事業に要する費用の支給） 

第 21 条 指定訪問・通所事業に要する費用の支給については、以下のとおりとする。 

(１) 指定訪問・通所事業に係る第１号事業支給費の額は、前条の規定により算定した費

用の額（当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事
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業のサービスに要した費用の額とする。）の 100 分の 90 に相当する額 

(２) 第一号被保険者であって法第 59 条の２第１項に規定する政令で定めるところによ

り算定した所得の額が同条第１項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被

保険者等（次号に規定する居宅要支援被保険者等を除く。）が受ける指定訪問・通所事

業に係る第１号事業支給費について前号の規定を適用する場合においては、前号中

「100 分の 90」とあるのは「100 分の 80」とする。 

(３) 第一号被保険者であって法第 59 条の２第２項に規定する政令で定めるところによ

り算定した所得の額が同条前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である

居宅要支援被保険者等が受ける指定訪問・通所事業に係る第１号事業支給費について

第１号の規定を適用する場合においては、第１号中「100 分の 90」とあるのは「100分

の 70」とする。 

（指定訪問・通所事業に係る費用の支給限度額） 

第 22 条 前条に規定する指定訪問・通所事業に係る費用の支給限度額は、法第 55 条第１項

の規定の例によるものとする。 

２ 前項の規定を事業対象者に適用する場合において、介護予防サービス費等区分支給限度

基準額に相当する単位数は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サー

ビス費等区分支給限度基準額（平成 12 年厚生省告示第 33 号）第２号イに規定する単位数

とする。 

３ 居宅要支援被保険者が指定訪問・通所事業及び介護予防サービス等（介護予防サービス

及び地域密着型介護予防サービスをいう。以下この条において同じ。）を利用するときは、

指定訪問・通所事業の支給額及び介護予防サービス等の支給額の合計額は、第１項の限度

額を超えることができない。 

（指定訪問・通所事業に係る費用の負担軽減） 

第 23 条 指定訪問・通所事業に係る費用の負担軽減については、以下のとおりとする。 

(１) 社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度 

広域連合長は、社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に該当すると認めると

きは、居宅要支援被保険者等の申請により、指定訪問・通所事業に係る費用の負担軽減を

決定できる。この場合において、社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に関す

る基準及び手続は、東三河広域連合社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係

る実施要綱の規定に従う。 

(２) 指定訪問・通所事業に係る第１号事業支給費の特例 

広域連合長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが

困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、指定訪問・通所事業に

係る第１号事業支給費の特例を決定することができる。この場合において、指定訪問・通

所事業に係る第１号事業支給費の特例に関する基準及び手続は、東三河広域連合介護保

険利用者負担額減免取扱要綱の規定に従う。 

（高額介護予防サービス費相当の支給） 

第 24 条 広域連合長は、指定訪問・通所事業の利用により生じた利用者負担額が著しく高額
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であるときは、高額介護予防サービス費に相当する額を支給するものとする。 

２ 前項の規定による高額介護予防サービス費に相当する額の支給にあたっては、法第 61条

に定める規定を準用する。 

（高額医療合算介護予防サービス費相当の支給） 

第 25 条 広域連合長は、指定訪問・通所事業の利用により生じた利用者負担額及び医療保険

の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときは、高額医療合算介護予防サービス費

に相当する額を支給するものとする。 

２ 前項の規定による高額医療合算介護予防サービス費に相当する額の支給にあたっては、

法第 61 条の２に定める規定を準用する。 

 （償還給付の手続） 

第 26 条 指定訪問・通所事業に係る第１号事業支給費の償還給付支給に関する手続きについ

ては、東三河広域連合介護保険規則第８条及び第９条に定める規定を準用する。 

（その他） 

第 27 条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、広域連合長が

定める。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。ただし、この要綱の施行において必要な

準備行為は、要綱の施行日以前においても実施することができる。 

（経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に付され、又は保有している構成市町村が定めた平成 30年３月 31

日以前の総合事業の実施に係る様式は、当分の間、適宜、必要な修正を加えて、この要綱

施行後の様式に相当する様式として使用することができる。 

   附 則 

 （実施期日） 

  この要綱は、平成30年８月１日から施行する。 

附 則 

 （実施期日） 

  この要綱は、平成30年10月１日から施行する。 

   附 則 

 （実施期日） 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 （実施期日） 

  この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

   附 則 

 （実施期日） 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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   附 則 

  この要綱は、令和３年６月１日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の東三河広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要

綱の規定により作成されている様式は、改正後の東三河広域連合介護予防・日常生活支援

総合事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。 

附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されてい

る様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第 13 条第３項第 10 号の改正規

定（「禁錮」を「拘禁刑」に改める部分に限る。）は、令和７年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の東三河広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要

綱の規定により作成されている様式は、改正後の東三河広域連合介護予防・日常生活支援

総合事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。 
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別表（第 20 条関係） 

サービス種類 １単位の単価 

介護予防訪問サービス 
厚生労働大臣が定める１単位の単価（平成 27 年厚生労働省告示

第 93 号。以下「単価告示」という。）の規定により、10 円に広

域連合構成市町村の地域区分における訪問介護の割合を乗じて

得た額（10.21 円）とする。 
広域型訪問サービス 

介護予防通所サービス 単価告示の規定により 10 円に広域連合構成市町村の地域区分に

おける通所介護の割合を乗じて得た額（10.14 円）とする。 広域型通所サービス 


